
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続財産を譲渡した場合 

Ｑ：相続財産を譲渡した場合には、税金の

恩典はないのですか？  

 

Ａ：申告期限の翌日以降３年内に譲渡した

場合には、一定の金額が取得費に加算される

特例があります。 

【解説】 

この特例は、相続税の取得費加算の特例と

呼ばれているもので、相続税と譲渡税の二重

負担を和らげる目的で設けられたものです。 

具体的には、相続が開始した日の翌日から

相続税の申告書の提出期限の翌日以降３年以

内に相続財産を譲渡した場合には、その相続

財産にかかる相続税額の一定割合の金額を譲

渡資産の取得費に加算することができるとい

うもので、土地等の場合であれば、相続した

すべての土地等にかかる相続税額が加算でき

ることとなっており、場合によっては、譲渡

税がゼロになることもあります。 

ところで、この取得費加算の適用を受けて

譲渡所得税の申告をした後に遺産分割等があ

り相続税額が異動しますと、所得税額が増額

する場合がありますが、この場合には、修正

申告が必要になり、当然延滞税も発生するの

ですが、今年の税制改正では、この延滞税が

かからなくなることになっています。 

ただし、適用になるのは①遺産分割の確定

があった場合、②認知や放棄などの相続人の

異動に伴い相続税額が変動した場合、③更正

の請求の特則事由に基づく相続税額に限られ

ます。なお、この規定の適用は、平成19年４

月１日からとなっています。 
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